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特

企
画
の
趣
旨

耆

本
特
集
は
、
主
と
し
て
父
母
の
離
婚
に
伴

う
子
の
親
権
者
指
定
・
変
更
(
民
八
一
九
)

や
監
護
(
民
七
六
六
)
に
つ
い
て
の
紛
争
を

処
理
す
る
裁
判
手
統
に
お
け
る
子
ど
も
の
手

続
上
の
代
理
な
い
し
利
益
代
表
(
『
g
岳
答
,

g
牙
=
 
0
{
6
豆
9
ゆ
巳
の
問
題
を
検
討
す

る
。

国
連
児
童
の
権
利
条
約
三
条
は
児
童
の
最

善
の
利
益
の
考
慮
を
規
定
し
つ
つ
、
三
条

で
児
童
に
影
糎
を
及
ぽ
す
す
べ
て
の
事
項
に

つ
い
て
自
由
に
意
見
を
表
明
す
る
権
利
、
並

び
に
、
司
法
・
行
政
手
続
に
お
い
て
直
接
に

又
は
代
理
人
若
し
く
は
適
当
な
団
体
を
通
じ

て
聴
取
さ
れ
る
権
利
を
児
童
飼
め
る
。
本

条
約
の
趣
旨
か
ら
も
、
ま
た
、
父
母
の
離
婚

が
子
の
生
活
や
将
来
に
及
ぽ
す
重
大
な
影
響

か
ら
見
て
も
、
子
は
、
右
の
裁
判
手
続
に
つ

子
ど
も
の
手
続
上
の
代
理
を
め
ぐ
っ
て

い
て
十
分
に
知
ら
さ
れ
、
そ
の
見
解
を
聴
取

さ
れ
る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ

、
つ
。

本
条
約
の
批
准
に
際
し
、
こ
れ
ら
訴
訟
手

続
や
家
事
審
判
手
続
等
に
お
い
て
児
童
が
関

係
人
と
な
る
場
合
に
関
し
、
日
本
の
手
続
法

規
と
の
関
係
が
問
題
と
な
っ
た
。
政
府
嵒

は
、
民
事
司
法
手
続
で
は
、
個
々
の
手
続
ご

と
に
児
童
が
意
見
を
聴
取
さ
れ
る
機
会
が
確

保
さ
れ
て
い
る
の
で
、
条
約
一
一
系
の
要
請

は
満
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
家
庭
裁
判
所
の
審
判
手
続

で
は
、
協
議
・
調
停
・
審
判
に
お
け
る
一
方

の
親
を
通
じ
て
の
子
の
意
見
表
明
の
ほ
か
、

家
庭
裁
判
所
に
ょ
る
職
権
に
ょ
る
事
実
の
調

査
に
お
け
る
子
の
意
見
の
聴
取
(
家
審
規

七
、
ニ
ニ
七
)
、
家
庭
裁
判
所
調
査
官
に
ょ

る
事
実
の
調
査
に
お
け
る
子
の
意
見
の
聴
取

(
家
審
規
七
の
二
、
Ξ
七
の
二
)
、
そ
し

て
、
利
害
関
係
人
と
し
て
自
ら
又
は
法
定
代

理
人
を
通
じ
て
の
手
続
参
加
(
家
審
一
二
、

家
審
規
一
四
、
Ξ
一
)
等
の
規
定
が
あ

る
。
ま
た
、
家
庭
裁
判
所
は
、
親
権
者
の
指

定
・
変
更
や
監
護
に
関
す
る
審
判
を
す
る
前

に
、
一
五
歳
以
上
の
子
の
陳
述
を
聴
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
(
家
審
規
五
四
七
0
、
七

二
)
。
人
事
訴
訟
法
に
も
同
様
の
規
定
が
あ

る
(
人
訴
三
二
④
、
三
三
、
三
四
)
。
子
の

陳
述
の
聴
取
は
、
裁
判
所
の
直
接
審
問
に
ょ

る
か
、
家
裁
調
査
官
に
ょ
る
意
向
調
査
に
ょ

(
ユ
)

る
。

し
か
し
、
父
母
は
自
ら
も
葛
藤
の
中
に
あ

リ
、
子
の
見
解
を
中
立
的
に
主
張
す
る
こ
と

や
子
の
利
益
に
つ
い
て
冷
静
な
判
断
を
す
る

あ
る
。子

ど
も
の
手
続
上
の
代
理
は
、
子
ど
も
の

年
齢
、
手
続
の
種
類
(
父
母
間
の
親
権
・
監

護
権
の
手
続
か
、
被
虐
傭
等
の
保
護
手
続

か
)
、
手
統
の
構
造
(
当
事
者
主
養
か
職
権

主
義
か
。
関
連
し
て
証
拠
の
取
扱
い
等
)
等

に
ょ
り
、
制
度
の
具
体
的
内
容
が
異
な
る
。

代
理
人
の
役
割
と
し
て
子
の
最
良
の
利
益
の

確
保
・
擁
護
と
い
う
福
祉
的
側
面
と
子
の
見

解
や
希
望
の
確
認
と
い
う
権
利
的
側
面
と
の

い
ず
れ
を
重
視
す
る
か
に
ょ
り
、
代
理
人
に

求
め
ら
れ
る
資
格
も
異
な
う
て
く
る
(
ソ
ー

シ
ャ
ル
.
ワ
ー
カ
ー
等
の
非
法
律
家
か
、
弁

護
士
等
の
法
律
家
か
)
。
弁
護
士
が
代
理
人

に
選
任
さ
れ
る
場
合
で
も
、
通
常
の
弁
護
士

と
し
て
の
技
能
以
外
の
技
能
(
あ
る
い
は
こ

れ
ら
の
技
能
を
持
つ
専
門
職
の
支
援
)
も
必

要
と
な
る
し
、
法
廷
助
一
言
者
(
言
妾
切
Ξ
・

憙
ゆ
)
的
な
役
割
が
期
待
さ
れ
る
場
合
も
あ

〔
8
〕

ろ
う
。

本
特
集
は
、
子
ど
も
の
手
続
上
の
代
理
に

つ
い
て
、
理
論
及
び
実
務
の
両
面
か
ら
検
討

す
る
と
と
も
に
、
諸
外
国
の
制
度
に
つ
い
て

概
観
す
る
こ
と
で
、
制
度
の
果
た
す
べ
き
こ

の
よ
う
な
多
様
な
役
割
と
機
能
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
各
論
考
の
多

様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
や
子
ど
も
の
手
続
上
の
代

理
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
制
度
の
広
狭

(
6
〕

許
末
恵

こ
と
を
彼
ら
に
期
待
す
る
こ
と
が
合
理
的
で

な
い
場
合
も
あ
ろ
う
。
手
続
に
お
け
る
子
の

意
見
聴
取
も
、
裁
判
所
が
調
査
を
命
じ
た
と

き
に
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
陳
述
の
聴
取
が

(
コ
〕

鬻
ら
れ
る
手
統
も
狭
す
ぎ
、
一
五
歳
と
い

う
年
齢
の
妥
当
性
も
問
題
と
な
る
。
右
の
諸

規
定
は
裁
判
所
の
権
限
を
定
め
た
も
の
に
す

ぎ
ず
、
子
ど
も
の
権
利
と
し
て
は
十
分
で
な

(
.
、

い
と
の
指
摘
も
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
手
続
に
お
い
て

子
の
利
益
を
守
る
た
め
の
独
立
の
手
続
上
の

代
理
人
の
必
要
性
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、

〔
5
〕

ぞ
の
具
体
的
内
容
は
論
者
に
ょ
り
異
な
る
。

制
度
を
既
に
導
入
し
て
い
る
諸
外
国
に
お
い

て
も
、
そ
の
仕
組
み
は
様
々
で
、
代
理
人
の

果
た
す
べ
き
職
務
や
資
格
等
は
国
や
法
域
に

よ
っ
て
同
一
で
な
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で

は
、
ぞ
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
こ
の

制
度
は
雜
婚
手
続
や
親
権
法
と
の
関
連
が
深

い
の
で
、
モ
の
分
野
の
研
究
蓄
積
の
あ
る
英

米
豪
独
に
つ
い
て
の
論
考
を
掲
載
し
た
が
、

そ
れ
ぞ
れ
多
彩
な
仕
組
み
が
見
ら
れ
る
。
ま

た
、
独
仏
は
、
と
も
に
児
童
の
権
利
の
行
使

に
関
す
る
欧
州
条
約
(
則
氏
0
勺
各
δ
0
曼
曾
・

は
0
昌
 
0
=
牙
ゆ
国
兇
ミ
m
ゆ
又
δ
亘
巳
曾
0

放
如
宮
m
)
を
批
准
し
て
い
る
が
、
子
ど
も
の

手
統
上
の
代
理
の
理
解
や
制
度
の
仕
粗
み
が

異
な
る
こ
と
も
興
味
深
い
。

子
ど
も
の
手
続
上
の
代
理
は
、
弁
護
士
が

本
人
(
子
)
に
代
わ
っ
て
法
手
続
を
行
う
法

的
代
理
だ
け
で
な
く
、
よ
り
広
く
、
子
が
手

続
に
お
い
て
関
連
す
る
情
報
を
与
え
ら
れ
、

自
分
に
関
わ
る
論
点
に
つ
い
て
相
談
さ
れ
見

解
を
表
明
す
る
こ
と
も
含
む
(
前
掲
欧
州
条

約
三
条
参
照
)
。
子
に
関
す
る
問
題
の
判
断

の
過
程
に
子
の
希
望
や
感
情
が
適
切
に
反
映

さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
子
ど
も
は
そ
の
声

を
聞
か
れ
る
必
要
が
あ
る
(
一
ナ
ど
も
の
参
加

合
喜
号
伽
牙
出
)
)
。
そ
れ
は
、
裁
判
乎
焚

け
で
な
く
協
議
凱
婚
に
お
い
て
も
、
ま
た
、

法
過
程
の
み
な
ら
ず
広
く
子
ど
述
や
家
族
ヘ

の
支
援
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
も
、
望
ま
れ

る
視
点
で
あ
ろ
う
。
本
特
集
が
、
今
後
の
議

論
に
向
け
て
の
一
素
材
の
提
供
と
な
れ
ば
幸

い
で
あ
る
。

ノ
j

n
ミ
~
ミ
一
岳
昌
昇
曾
円
巴
:
五
.
、
]
拾
0
)
、
ヤ
W
O

(
8
)
 
U
g
昏
.
具
 
0
こ
仁
功
牙
.
、
 
0
旦
伽
住
N
"

司
罵
ぐ
0
-
.
R
 
O
、
、
穿
典
 
Q
ミ
糺
一
.
靴
し
、
ミ
R
、
ら
審
'

ミ
一
゛
詮
、
、
R
亥
、
苓
R
、
、
ミ
鷺
、
旨
.
M
?
N
閉

命
号
〕
.
本
特
集
で
は
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
が
、
子
の
引
渡
し
に
関
す
る
人
身
保
護

請
求
に
お
い
て
、
被
拘
烹
た
る
子
の
た
め
に
選

任
さ
れ
る
国
選
代
理
人
弁
護
士
が
家
裁
鯛
査
官
的

役
割
を
期
待
さ
れ
る
こ
と
や
当
蛋
主
鶉
の
手
統

構
造
の
問
題
等
に
つ
き
、
瀬
木
比
呂
志
「
子
の
引

渡
し
に
関
す
る
家
裁
の
裁
判
と
人
身
保
護
請
求
の

役
割
分
担
」
判
夕
一
 
0
八
一
号
玉
四
1
五
五
頁

(
二
0
0
二
)
参
照
.

(
9
)
ワ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
け
、
山
本
和
彦
「
7

ラ
ン
ス
の
緋
婚
訴
訟
L
 
ケ
研
二
六
六
号
二
頁
Ξ

0
0
一
)
、
細
谷
泰
暢
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
跳

婚
訴
訟
の
審
理
に
つ
い
て
L
家
月
五
四
巻
愚
号
八

0
頁
以
下
(
二
0
0
二
)
、
坂
野
剛
崇
「
フ
ラ
ン

ス
共
和
国
に
お
け
る
離
婚
に
件
う
子
の
監
護
を
め

ぐ
る
事
項
の
密
理
及
び
詔
査
の
実
情
L
 
家
月
玉
七

巻
九
号
一
一
孟
頁
(
二
0
0
玉
)
、
若
林
・
前
掲

注
(
5
)
一
四
頁
以
下
、
犬
伏
・
前
掲
注
(
5
)

四
七
四
頁
以
下
等
巻
照
。

(
き
ょ
・
す
え
青
山
学
院
大
挙
教
授
)

(
1
)
小
川
秀
樹
「
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約

と
民
中
法
L
 
民
月
四
九
巻
九
号
一
0
八
頁
(
一
九

九
四
)
。
政
府
報
告
で
も
同
様
の
見
解
が
繰
り
返

さ
れ
て
い
る
.

(
2
)
斎
藤
秀
夫
・
菊
池
信
男
編
『
注
解
家
璽

判
規
則
〔
改
訂
〕
、
二
四
六
頁
〔
沼
漫
愛
口
(
一

九
九
二
)
。
一
五
歳
未
満
の
子
に
つ
い
て
も
、
家

裁
調
査
官
の
訓
査
等
に
ょ
り
子
の
陳
述
は
聴
か
れ

て
い
る
。
子
の
意
向
胴
査
は
概
ね
一
0
歳
以
上
の

子
に
つ
い
て
、
モ
れ
よ
り
年
少
の
子
に
つ
い
て
は

監
護
状
況
の
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
輯
濱
野

論
文
、
金
子
隆
男
ほ
か
「
親
権
(
監
護
権
)
の
柵

す
う
を
判
断
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
羅
事
件

に
お
け
る
子
ど
も
と
の
面
接
の
在
り
方
に
つ
い

て
L
 
家
裁
調
査
官
研
究
紀
要
創
刊
号
二
頁
(
一
る

0
四
)
、
渡
辺
和
雄
ほ
か
「
大
阪
家
裁
に
お
け
る

人
車
訴
訟
事
件
の
亦
実
の
鋼
査
の
実
情
に
つ
い

て
」
同
六
号
ニ
ハ
一
頁
(
二
0
0
七
)
参
照
。

(
3
)
石
川
稔
「
児
童
の
意
見
表
明
権
」
『
児
童

の
権
利
条
約
、
二
三
七
1
二
三
八
頁
(
石
川
稔
・

森
田
明
編
、
一
九
九
玉
)
。

(
4
)
波
多
野
里
望
『
逐
条
解
説
先
童
の
権
利
条

約
〔
改
訂
版
〕
L
八
六
頁
全
0
0
玉
)
。

(
5
)
二
宮
周
平
「
宗
族
法
と
子
ど
も
の
愆
見
表

明
権
L
 
立
命
二
玉
六
号
一
七
八
頁
(
一
九
九

七
)
、
若
林
昌
于
「
凱
婚
訴
訟
に
お
け
る
未
成
年

子
」
ケ
研
二
八
七
号
三
頁
(
二
0
0
六
)
、
野
田

愛
子
「
子
ど
も
の
代
理
人
制
度
L
 
民
事
法
惜
報
二

五
一
号
一
頁
(
二
0
0
七
)
、
犬
伏
由
于
「
離
婚

訴
訟
に
お
け
る
于
ど
も
の
代
理
人
制
度
」
『
新
家

族
法
実
務
大
系
」
玉
巻
四
六
七
頁
(
梶
村
大
市
・

棚
村
政
朽
緬
、
二
0
0
七
)
モ
の
他
。

(
6
)
誓
m
o
=
卿
書
岳
、
 
n
豆
ル
寺
仁
器
閃
中

舟
モ
、
ぐ
0
】
.
-
0
、
詑
0
 
(
容
昂
)

(
7
)
即
零
ヨ
旦
、
'
.
に
!
m
甜
昌
如
一
0
 
0
豆
9
含

当
ル
刈
g
-
.
ル
m
ゆ
=
目
卯
=
n
ヨ
.
、
 
t
、
一
.
気
垂
=
.
詑
伽
、
0

5^企画の趣旨

偶.
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か
ら
(
一
定
の
制
度
上
の
整
備
を
伴
っ
た
う

え
で
)
面
会
を
支
持
す
る
意
見
込
有
力
で
あ

る
。

専
門
的
技
能
を
も
つ
常
設
の
機
関
と
し

て
、
調
査
と
報
告
に
ょ
り
手
統
で
の
子
ど
も

の
利
益
の
擁
護
を
図
る
と
い
う
C
A
F
C
A

S
S
の
役
割
は
、
家
庭
裁
判
所
調
査
官
の
モ

れ
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
設
置
形
態
や

司
法
手
統
の
構
造
の
違
い
を
考
慮
し
て
も
、

英
国
の
制
度
が
示
唆
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
い

と
思
わ
れ
る
。

金
〕

(
1
)
ソ
リ
シ
タ
は
、
于
ど
も
の
事
件
の
処
理
に

必
要
な
訓
練
と
認
定
を
受
け
た
児
童
パ
ネ
ル

(
ゞ
乏
の
0
0
冨
 
0
巨
巳
含
兇
谷
ル
一
)
の
メ
ン
バ

ー
か
ら
任
命
さ
れ
る
。

(
2
)
一
九
七
五
年
児
驫
は
、
ケ
ア
手
統
に
お

い
て
親
于
問
で
利
益
の
対
立
が
あ
る
場
合
に
、
親

に
ょ
る
于
の
代
理
を
認
め
ず
、
子
の
訴
訟
後
見
人

(
塁
理
色
倉
豊
辱
.
甘
)
の
任
命
を
認
め
た
(
一

九
六
九
年
児
童
少
年
法
三
二
A
条
・
一
三
百
条
の

新
設
)
。
こ
れ
は
、
マ
リ
ア
・
コ
ー
ウ
エ
ル
事
件

姻
査
報
告
書
(
一
九
七
四
年
)
が
、
地
方
当
局
が

モ
の
保
謹
下
に
あ
る
子
の
地
位
を
変
更
し
よ
う
と

す
る
場
合
に
は
、
専
ら
子
ピ
も
の
利
益
代
表
と
し

て
行
為
す
る
・
当
該
地
方
当
局
か
ら
独
立
し
た
ソ

ー
シ
十
ル
.
ワ
ー
カ
ー
に
ょ
る
墾
口
を
受
け
る
こ

と
が
裁
判
所
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
と
指
摘
し
た

こ
と
(
一
Ξ
七
節
)
に
ょ
る
.
こ
の
仕
組
み
が
現

在
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
.
邦
語
文
献
と
し
て
南

方
暁
「
一
ナ
ピ
も
の
糖
と
そ
の
利
益
代
表
者
L
 
法

時
五
三
巻
玉
号
六
三
頁
(
一
九
八
こ
巻
照
.

(
3
)
ド
イ
ッ
の
研
究
者
(
m
巴
如
巳
の
命
名
に

よ
る
。

(
4
)
一
九
九
六
条
族
法
六
四
条
は
、
畦
婚
手

続
を
含
む
広
範
な
民
事
手
統
に
お
け
る
于
の
別
個

代
理
に
つ
い
て
の
規
則
の
制
定
を
大
法
官
に
認
め

て
い
た
が
、
同
法
の
関
連
部
分
が
施
行
さ
れ
な
か

つ
た
た
め
、
六
四
条
も
施
行
き
れ
な
か
っ
た
。

(
5
)
ケ
ア
手
統
等
は
民
事
手
統
で
あ
る
が
、
子

に
当
事
者
の
地
位
が
認
め
ら
れ
た
の
は
、
沿
革
的

に
こ
れ
ら
の
手
統
が
刑
事
手
統
に
倣
ウ
た
た
め

(
少
年
事
件
も
扱
う
た
の
で
、
子
の
地
位
は
い
わ

ば
被
告
人
の
地
位
に
あ
た
る
)
で
あ
る
。

(
6
)
許
末
恵
「
英
国
一
九
八
九
年
児
婁
に
つ

い
て
の
一
考
察
」
神
奈
川
工
科
大
学
研
究
報
告
A

一
七
号
六
七
頁
(
一
九
九
三
)
、
許
末
恵
「
英
国

に
お
け
る
親
貴
任
を
め
ぐ
る
法
規
制
に
つ
い
て
L

民
商
二
三
ハ
巻
四
・
玉
号
玉
=
二
頁
(
一
一
0
0

七
)
。

(
7
)
上
野
雅
和
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
簡
易
離

婚
手
統
L
 
比
較
四
0
号
一
四
五
頁
(
一
九
七

八
)
、
川
田
昇
「
イ
ギ
リ
ス
の
陛
婚
L
 
利
谷
信
鞍

ほ
か
編
『
陸
婚
の
法
社
会
学
」
一
玉
王
頁
(
一
九

ハ
ハ
)
。

(
8
)
婚
姻
当
事
者
の
子
の
ほ
か
、
当
事
者
に
ょ

ウ
て
そ
の
家
族
の
子
と
扱
わ
れ
て
い
た
子
を
含
む

(
一
九
七
三
年
法
五
二
条
一
項
)
。

(
9
)
 
Z
.
冒
キ
作
仰
 
0
.
口
妾
如
】
器
"
即
急
ミ
亀
、
仏

、
旦
ミ
々
曾
芭
"
岩
,
尋
住
.
、
で
.
鴎
中
鴎
φ
(
N
8
.

(
N
)
口
豊
伽
一
瑞
含
巴
.
儲
含
9
 
密
冨
男
一
鴫

異
拐
W
・
-
m
゛

(
Π
)
地
容
訣
ミ
 
0
、
如
区
、
召
ヨ
.
容
一
.
軸
ら
ミ
、
・

冬
忠
、
、
旦
.
 
6
魯
舎
(
一
器
ご
日
罵
、
瓢
ミ
詩
容
巷

、
苓
曳
ミ
ミ
(
N
0
宕
)
.
南
方
暁
「
イ
ギ
リ
ス
の

家
事
事
件
処
理
手
統
と
担
い
手
の
楴
成
L
 
家
族

<
社
会
と
法
>
一
二
号
三
八
頁
(
二
0
0
五
)
.

(
口
)
こ
の
貴
任
け
、
主
と
し
て
C
A
F
C
A
S

S
リ
ー
ガ
ル
(
貫
南
ゞ
的
巴
仂
.
ミ
兄
m
 
旦

切
又
0
一
巴
 
0
訟
.
拍
又
5
 
に
引
き
継
が
れ
た
。

1
3
)
ミ
金
仂
切
、
、
M
靴
弐
n
~
知
、
ミ
即
、
6
,

ミ
碧
山
ミ
ゞ
・
N
ミ
山
,
で
.
゛
一
ら
墻
余
t
,
ユ
冬
・

ミ
ミ
、
即
ミ
尺
肝
(
N
8
S

(
N
)
福
祉
報
告
一
般
に
つ
き
=
愚
仰

0
0
仁
皎
一
か
m
、
 
0
、
.
ロ
.
、
.
、
で
ヤ
ム
館
厶
絽
参
照
。

(
1
5
)
ミ
金
誘
、
ミ
葵
ミ
加
選
0
注
俸
、
"
,

容
ミ
身
 
N
之
岱
ゞ
,
t
゛
0
勺
伽
、
や
で
.
一
中
一
⑦

(
玲
)
ヤ
区
月
具
m
 
口
冨
且
号
 
a
 
言
.

曾
又
)
郡
8
心
]
一
剛
男
一
易
伽
.
 
C
A
F
C
A
S

S
も
実
務
ノ
ー
ト
(
勺
昌
&
兄
之
0
吊
(
血
告
ユ

N
0
呈
【
N
念
凸
一
司
牙
岳
9
 
口
長
 
M
8
巳

(
一
N
8
色
 
N
 
勇
一
命
)
)
と
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
示
し

た
。

(
Ⅱ
)
 
0
.
 
0
0
仁
矢
一
山
切
.
一
印
一
.
、
え
器
ミ
、
一
ミ
0

ミ
、
 
0
、
ミ
ミ
M
 
゛
、
カ
ミ
典
゛
.
新
 
R
 
ミ
、
曼
ミ
ぜ

晋
R
鳥
、
廿
、
顎
局
ミ
器
』
如
繪
倫
8
3
.

(
1
8
)
別
個
代
理
と
当
毒
と
し
て
の
手
読
ヘ
の

参
加
と
は
、
厳
密
に
は
別
の
事
柄
で
あ
る
。
し
か

し
、
子
は
、
別
個
に
代
理
さ
れ
る
場
合
に
は
当
尋

者
と
き
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
合
て
が
=
拐
゛
一
一

司
易
豆
 
g
)
.
争
寺
旦
層
呈
吋
鳥
美

m
又
は
、
実
務
指
示
に
示
さ
れ
た
状
況
に
お
い
て

子
を
手
統
当
事
者
に
す
る
必
要
は
な
く
、
本
条

は
、
 
C
A
F
C
A
S
S
の
オ
フ
ず
サ
ー
に
法
的
助

言
・
代
理
や
専
門
宗
に
ょ
る
評
価
を
得
き
せ
る
た

め
に
適
用
さ
れ
る
と
指
摘
す
る
。

(
1
9
)
 
N
Y
A
S
 
(
Z
伽
は
0
旦
イ
0
仁
9
 
武
各
g
Q

仞
ゆ
ヨ
9
)
の
よ
う
な
民
問
団
体
も
任
命
さ
れ
う

る
牙
ル
)
-
N
8
一
]
一
勇
=
伽
、
 
6
巴
.

(
即
)
七
条
一
項
に
ょ
る
報
告
官
は
、
「
裁
判
所

の
目
と
耳
で
あ
り
、
子
の
籍
に
つ
い
て
調
査
し

裁
判
所
に
報
告
す
る
L
「
裁
判
所
の
独
立
の
機
閲

(
ぢ
立
'
g
合
月
昇
山
如
今
一
又
牙
n
 
8
丘
)
で
、
手

銃
の
当
事
者
で
は
な
く
、
法
的
に
代
理
さ
れ
な

い
」
(
都
、
 
Q
ミ
ミ
』
、
旦
、
魯
勢
0
達
ら
急
ミ
ミ

、
器
、
、
ミ
ミ
、
助
選
ミ
』
゛
'
O
N
＼
捻
.
で
.
゛
一
)
.

(
幻
)
刈
化
m
 
=
拾
巴
一
司
↑
刈
=
0
 
斡
=
主
'

一
昂
W
.
 
0
少

(
2
2
)
ミ
号
仂
、
差
ミ
、
加
選
0
二
俸
、
6
・

容
弐
喜
 
M
゛
心
陪
・
N
ミ
伽
.
毛
.
一
中
一
↓

(
鈴
)
寺
今
巨
n
 
-
N
墨
司
谷
蜜
美
谷
ω
昇

谷
゛

(
路
)
ご
0
立
内
一
器
円
巴
、
0
、
.
ミ
.
、
写
.
N
0
中
谷

(
2
5
)
山
趣
゛
蒼
話
え
典
、
謎
忠
亘
.
O
M
 
O
、
、
、
Q
ミ
ミ
一
、

ら
゛
諾
ミ
亘
急
、
、
邑
受
(
9
＼
N
O
＼
0
の
)

(
2
6
)
仂
弐
ミ
ミ
達
 
0
、
、
力
跳
ミ
嗣
參
き
麝
ら
9
ミ
,

亘
.
ヨ
一
、
邑
異
(
0
勺
兄
)
N
O
＼
昂
)

(
即
)
工
5
.
 
9
民
.
、
 
0
、
.
n
.
、
.
、
勺
.
谷
小

(
2
8
)
刈
'
"
 
m
 
=
Φ
中
巴
司
旦
 
M
小
W
"
 
9
.
仂
急
、

炉
0
昔
.
-
N
8
0
-
,
,
ー
ー
モ
 
N
O

(
2
9
)
玄
山
げ
含
ぐ
冨
山
ず
含
一
悼
8
巳
則
乏
9

9
 
殿
、
冒
8
巳
司
旦
条
【
誤
]

(
3
。
)
 
0
区
今
雪
目
ル
イ
0
丘
如
ヤ
.
0
三
ゆ
、
m
 
d
旦

ゞ
゛
辻
ミ
命
晋
卜
韓
き
一
(
N
8
一
)

(
釘
)
口
g
 
、
~
差
ミ
応
 
6
ミ
ミ
ミ
旦
ミ

一
又
=
貞
、
ミ
ミ
山
乳
昔
靴
、
~
全
 
N
尽
W
'
、
、
ヤ
如

(
3
2
)
浮
件
、
.
、
n
区
五
雪
、
m
 
刈
g
-
n
%
口
岳
は
0
=

1
里
て
帥
冨
 
S
r
重
司
3
0
.
ル
号
鷺
、
一
一
:
之
'
、
n
遡
~
伽
鴇
ミ

9
ミ
達
一
争
0
昔
即
 
6
帥
今
d
之
イ
.
ユ
.
"
 
N
O
0
゛
)
、

忍
.
一
Φ
中
一
Φ
↓
一
又
氏
今
[
N
8
m
一
邑
伽

(
認
)
武
壽
0
選
加
0
貰
ル
合
剛
弓
昆
ゞ
キ
、

区
日
豊
)
6
-
 
m
d
マ
.
 
n
0
昌
件
t
0
ゆ
、
ミ
冬
.
註
伽

ら
ヨ
碁
R
 
廻
0
湛
命
0
0
舶
)
.
で
.
器

(
3
4
)
冨
N
且
自
巴
ル
一
N
含
巳
剛
豊
監
美
念
伽

(
闘
)
法
廷
で
の
証
言
や
反
対
尋
問
車
件
に
関

す
る
微
妙
な
内
容
の
文
書
ヘ
の
ア
ク
セ
ス
等
が
子

に
悪
影
将
を
及
ぽ
す
こ
と
も
あ
る
。

翁
)
特
に
公
法
手
銃
で
は
、
十
分
な
判
断
能
力

を
持
つ
子
ど
も
に
と
っ
て
も
タ
ン
デ
ム
・
モ
デ
ル

は
う
ま
く
機
能
し
て
い
る
と
さ
れ
る
(
冨
N
ず
0
出
ぐ

国
巴
含
[
誤
=
合
]
)
。

(
釘
)
前
掲
注
(
部
)
の
ほ
か
、
耆
切
且

郡
昌
,
,
j
1
美
器
伽
一
伽
一
中
伽
一
m

(
認
)
早
.
司
含
一
〕
尻
牙
.
 
0
0
丘
立
一
ぐ
0
一
兄

又
仔
m
 
ら
区
0
"
 
m
仁
X
0
ミ
件
.
n
 
欝
8
伽
】
司
ぢ

冒
毛
主
.
仂
ミ
、
鵬
巴
n
 
-
N
0
ヨ
一
邑
一
↓
一

(
き
し
・
す
え
青
山
学
院
大
学
教
授
)

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る

子
ど
も
の
手
続
上
の
代
理
人

小
川
富
之

は
じ
め
に

ー
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の

法
制
度
と
家
族
法

子
ど
も
の
手
続
上
の
代
理
を
め
ぐ
っ
て

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
法
制
度

1オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
ニ
世
を

国
家
元
首
と
す
る
、
旧
英
連
邦
(
現
在
は
プ

リ
テ
ィ
ッ
シ
ユ
コ
モ
ン
ウ
エ
ル
ス
と
呼
ぱ
れ

る
)
の
一
員
で
あ
り
、
法
体
系
的
に
は
、
コ

モ
ン
.
ロ
ー
(
6
0
旦
0
出
ゞ
審
)
と
エ
ク

イ
テ
ィ
ー
(
曾
巳
q
)
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
法

を
継
受
す
る
判
例
法
の
国
で
あ
る
が
、
連
邦

お
よ
び
州
議
会
に
ょ
り
成
文
法
(
)
0
一
)
も

多
く
制
定
さ
れ
て
い
る
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
連
邦
制
を
と
ぅ
て
お

リ
、
六
つ
の
州
と
、
首
都
キ
ャ
ン
ベ
ラ
の
あ

る
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
一
ブ
リ
ト
リ
ー
を
厶
己
め
た
二

つ
の
準
州
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
連
邦
政

府
と
州
政
府
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し

二
酢
婚
手
続
と
子
ど
も
の
問
題

た
司
法
立
法
お
よ
び
行
政
権
を
有
し
て
い

る
。

連
邦
の
立
法
権
限
は
専
属
的
権
限
と
州
と

の
競
合
的
権
限
に
分
け
ら
れ
、
家
族
法
に
関

す
る
連
邦
の
競
合
的
立
法
権
限
に
関
し
て
は

憲
法
で
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
憲
法
第
玉
一
条

連
邦
議
会
の
立
法
権
の
及
ぶ
範
囲
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
二
号
婚
姻

第
二
二
号
雜
婚
お
よ
び
婚
姻
事
件

こ
れ
ら
に
関
連
し
て
、
子
ど
も
の
親

権
監
護
権
お
よ
び
後
見
。

山
昔
0
巳
巴
 
C
)
婁
m
ゆ
m
 
ユ
.
6
二
迄
(
穿
)
)

で
は
、
一
四
の
離
婚
原
因
が
列
挙
さ
れ
、
そ

の
中
の
一
つ
に
、
有
責
性
を
必
要
と
し
な
い

緋
婚
原
因
と
し
て
、
五
年
間
の
別
居
が
含
ま

れ
て
い
た
。
こ
の
法
律
は
一
五
年
で
改
正
さ

れ
、
現
行
法
で
あ
る
、
一
九
七
五
年
連
邦
家

族
法
(
゛
ゆ
勺
昌
一
イ
ゞ
美
ン
含
一
中
謂

(
6
仔
)
、
以
下
「
連
邦
家
族
法
L
 
と
い
う
)

で
は
徹
底
し
た
破
綻
主
義
が
採
用
さ
れ
た
。

回
復
の
見
込
み
の
な
い
婚
姻
破
綻
が
唯
一
の

雜
婚
原
因
と
し
て
採
用
さ
れ
、
モ
の
破
綻
認

定
を
、
Ξ
ケ
月
間
の
別
居
と
い
う
客
観
的

事
実
に
ょ
り
行
っ
て
い
る
。
別
居
に
至
る
理

由
は
問
わ
れ
な
い
し
、
ど
ち
ら
に
婚
姻
破
綻

の
貴
任
が
あ
る
か
も
問
題
と
は
さ
れ
ず
、
仮

に
場
所
的
に
同
一
の
住
居
で
生
活
し
て
い
て

も
、
婚
姻
的
共
同
生
活
が
存
在
し
な
け
れ

ば
、
や
は
り
別
居
と
認
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
婚
姻
破
綻
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
一

ニ
ケ
月
間
の
別
居
の
証
明
の
み
と
な
り
、
破

2
 
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
離
婚
制
度

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
初
め
て
陞
婚
を
承
認

す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
た
の
は
、
一
八
五
八

年
で
、
離
婚
原
因
は
不
貞
行
為
の
み
で
あ
っ

た
。
ぞ
の
後
、
獣
婚
原
因
の
範
囲
は
拡
大
さ

1
、

一
九
五
九
年
連
邦
婚
姻
事
件
法
(
炉
血

1

癒

綻
に
つ
い
て
の
実
質
的
な
判
断
を
家
庭
裁
判

所
は
行
わ
な
い
、
い
わ
ゆ
る
実
質
審
理
抜
き

の
破
綻
主
義
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
こ
れ
に
伴
っ
て
、
魅
婚
慰
謝
料
の
概
念

も
明
確
に
否
定
さ
れ
、
裁
判
上
、
婚
姻
破
綻

の
責
任
を
追
及
す
る
必
要
性
が
な
く
な
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
家
庭
裁
判
所
の
役
割

は
、
財
産
分
与
の
問
題
と
、
子
ど
も
の
養
育

に
係
わ
る
問
題
の
処
理
に
集
中
で
き
る
こ
と

(
6
)

と
な
っ
た
。子

ど
も
の
監
護
を
め
ぐ
る
紛
争

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
原
則
と
し
て
共

同
監
護
の
制
度
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
二
0

0
六
年
連
邦
家
族
法
改
正
(
共
同
監
護
者
の

責
任
)
法
(
=
ゆ
閃
旦
イ
ゞ
廻
胃
曾
阜

ヨ
ゆ
具
(
仂
が
理
ゆ
ル
勺
理
ゆ
=
区
刃
Φ
m
で
0
口
m
一
げ
=
'
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-
q
)
)
.
9
 
N
O
0
の
合
仔
)
)
が
成
立
し
た
こ
と

に
ょ
り
、
子
ど
も
の
共
同
監
護
の
可
能
性
を

よ
り
高
め
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
父
母
間
の
争
い
が
存
在
す
る

場
合
に
は
、
か
え
っ
て
子
ど
も
の
利
益
を
損

な
う
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い

;
、

る
。

父
母
の
別
居
の
時
点
で
、
同
居
す
る
一
八

歳
未
満
の
子
(
ど
も
)
が
い
る
場
合
に
は
、

そ
の
子
(
ビ
も
)
の
監
護
、
福
祉
お
よ
び
生

育
に
関
し
て
、
夫
婦
間
で
適
切
な
取
決
め
が

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
裁
判
所
に
提
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
子

(
ど
も
)
の
保
護
の
た
め
の
規
定
の
及
ぶ
範

囲
は
、
夫
婦
の
実
子
や
養
子
に
限
ら
れ
ず
、

「
そ
の
家
族
の
子
(
ど
も
)
と
し
て
」
夫
婦

に
ょ
う
て
育
て
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
の
子

(
ど
も
)
に
も
拡
張
さ
れ
て
い
る
(
連
邦
家

族
法
五
玉
条
の
A
第
三
項
 
m
 
訊
)
(
W
)
)
。

子
ど
も
の
養
育
に
関
す
る
オ
ー
ダ
ー
を
下

す
際
に
は
、
何
ら
の
法
律
上
の
推
定
(
又
中

m
仁
言
牙
易
)
も
働
か
な
い
と
い
う
考
え
方

か
、
長
期
に
わ
た
っ
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
家

族
法
で
採
用
さ
れ
て
き
た
原
則
で
あ
る
。
裁

判
官
の
役
割
と
し
て
、
自
分
覇
断
を
下
す

際
に
、
関
連
す
る
あ
ら
ゆ
る
証
拠
を
比
較
衡

量
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
母
性
優

先
主
義
、
長
期
に
わ
た
る
主
た
る
監
響
尊

重
の
原
則
、
ま
た
は
、
子
ど
も
の
意
思
尊
重

の
原
則
と
い
っ
た
こ
と
で
、
自
動
的
に
判
断

透
明
性
等
の
要
求
か
ら
困
難
が
伴
う
と
い
ぇ

る
。
そ
こ
で
、
改
正
法
に
ょ
る
「
子
ど
も
の

手
続
上
の
代
理
人
L
 
の
中
立
・
公
平
な
立
場

で
の
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
の
実
現
の
役
割

が
期
待
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で
あ

る
。

の
際
に
有
利
に
な
る
と
い
う
考
え
方
は
採
用

さ
れ
て
い
な
い
。

子
ピ
も
の
監
護
・
教
育
を
め
ぐ
る
紛
争
に

関
し
て
、
子
ど
も
の
監
護
・
教
育
に
関
す
る

手
続
の
中
で
、
子
ど
も
自
身
の
要
求
等
を
子

ど
も
自
身
に
ょ
っ
て
直
接
、
主
張
・
立
証
さ

せ
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
が
あ
る
。
し
か

し
、
モ
れ
は
(
不
可
能
と
ま
で
は
い
ぇ
な
い

が
)
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
こ

れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
連
邦
家
族
法
第

-
 
0
0
条
の
A
 
(
m
 
岑
邑
は
、
証
拠
に

関
す
る
一
般
規
定
を
緩
和
し
、
子
ど
も
の
代

理
人
(
6
ず
=
モ
ト
曾
、
m
 
器
又
吊
豊
岳
牙
誘
)
に

よ
り
、
子
ど
も
の
証
一
言
を
代
弁
さ
せ
る
こ
と

を
裁
判
所
に
認
め
、
第
六
二
条
の
G
第
二
項

(
m
 
語
n
(
N
)
)
は
、
家
族
や
子
ど
も
の
カ
ウ

ン
セ
ラ
ー
(
8
言
切
ゆ
一
0
-
.
)
ま
た
は
、
福
祉

関
係
者
の
作
成
す
る
、
子
ど
も
に
関
す
る
報

告
書
を
承
認
し
、
こ
の
報
告
寓
に
子
ど
も
の

要
求
を
含
め
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
さ
ら

に
、
第
六
八
条
の
L
 
(
m
の
伽
巳
は
、
子
ど

も
独
自
の
代
理
人
選
任
を
命
じ
る
こ
と
を
認

め
て
い
る
。
子
ど
も
の
代
理
人
を
必
要
と
す

る
場
合
は
多
く
あ
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、

財
政
上
の
制
約
が
あ
り
、
必
ず
し
も
、
必
要

と
き
れ
る
全
て
の
事
件
で
代
理
人
が
選
任
き

れ
る
と
い
う
こ
と
は
実
現
し
て
い
な
い
。

ラ
リ
ア
家
庭
裁
判
所
(
閤
N
且
イ
 
9
丘
 
0
-

ン
誘
井
島
以
下
で
は
連
邦
家
庭
裁
判
所
と

(
m
〕

い
う
)
が
創
設
さ
れ
た
。
こ
の
連
邦
家
庭
裁

判
所
は
、
そ
れ
ま
で
州
お
よ
び
準
州
の
最
高

裁
判
所
に
ょ
り
行
使
さ
れ
て
い
た
家
族
法
に

関
す
る
裁
判
権
を
引
き
継
い
だ
。
連
邦
家
庭

裁
判
所
の
創
設
は
、
家
族
問
題
を
処
理
す
る

た
め
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
コ
ン
シ
リ
エ
イ

シ
"
ン
等
の
法
律
以
外
の
専
門
家
に
ょ
る
手

続
を
連
邦
家
庭
裁
判
所
に
統
合
し
、
家
族
の

安
定
の
た
め
に
当
事
者
の
意
思
を
尊
重
し
、

和
合
を
促
し
、
最
終
的
に
訴
訟
裁
判
所
と
し

て
連
邦
家
庭
裁
判
所
が
司
法
権
を
行
使
す
る

と
い
う
の
が
ぞ
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

こ
の
連
邦
家
庭
裁
判
所
は
、
連
邦
系
列
の

第
一
審
レ
ベ
ル
の
裁
判
所
と
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
。
裁
判
所
に
お
け
る
審
理
に
関
し
て

は
、
各
当
事
者
の
弁
護
士
に
ょ
う
て
審
問
さ

れ
た
証
拠
に
ょ
う
て
示
さ
れ
た
事
実
に
基
つ

い
て
紛
争
を
解
決
す
る
と
い
う
、
対
審
構
造

を
と
る
裁
判
手
統
が
原
則
で
あ
る
。

連
邦
家
庭
裁
判
所
は
、
一
般
部
(
n
含
ゆ
岳
一

立
S
功
岑
巳
と
上
訴
部
(
告
易
巴
口
三
m
一
号
)

と
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
一
般
部
は
、
単
独

の
裁
判
官
が
、
連
邦
家
族
法
に
関
す
る
第
一

審
と
し
て
の
事
件
を
扱
う
と
と
も
に
、
各
州

の
治
安
判
事
裁
判
所
等
(
ミ
W
四
.
妥
篭
切

9
仁
器
、
 
6
0
丘
m
 
0
一
如
ゆ
日
 
m
血
m
m
-
0
易
即

ゞ
邑
 
9
与
)
の
裁
判
官
(
冨
N
四
.
m
井
昇
ゆ
)

お
よ
び
家
庭
裁
判
所
の
レ
、
シ
ス
ト
ラ
ー

定
義
し
て
い
る
。

子
ど
も
の
手
続
上
の
代
理
人
の
候
補
者
と

な
る
た
め
の
法
律
実
務
家
を
対
象
と
し
た

「
子
ど
も
の
手
続
上
の
代
理
人
研
修
プ
ロ
グ

ラ
ム
」
を
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
弁
護
士
△
=
家

族
法
部
会
(
=
ゆ
剛
昌
イ
ゞ
乏
 
m
含
旨

0
-
 
9
ゆ
ゞ
モ
δ
0
号
0
=
 
0
-
)
仁
m
井
豊
山
)
、
法

律
扶
助
協
会
(
直
ゞ
如
巴
隻
 
n
0
ミ
m
'

功
一
0
易
)
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
家

庭
裁
判
所
が
共
同
し
て
実
施
し
て
お
り
、
研

修
修
了
者
に
は
修
了
証
が
授
与
さ
れ
る
。
于

ど
も
の
手
続
上
の
代
理
人
の
候
補
者
と
な
る

た
め
に
は
、
こ
の
研
修
を
受
け
た
上
で
、
家

事
事
件
の
実
務
経
験
、
人
物
紹
介
面
接
等

を
経
て
、
り
ス
ト
に
登
載
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
。

ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
子
ビ
も
の
手
続
上

の
代
理
人
の
選
任
が
適
切
で
あ
る
か
と
い
う

点
に
関
し
て
は
、
幾
つ
か
の
異
な
る
見
解
が

示
さ
れ
、
激
し
諾
争
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
家
族
法
評
議
会

(
才
ゆ
司
昌
与
ゞ
乏
 
9
号
邑
が
ぞ
の
報

告
轡
の
中
で
、
子
ど
も
の
監
護
を
め
ぐ
る
全

て
の
事
件
で
、
原
則
と
し
て
子
ど
も
の
手
続

上
の
代
理
人
を
選
任
す
べ
き
で
あ
る
と
の
提

(
"
〕

一
言
を
行
な
っ
て
き
た
が
、
「
共
同
選
定
委
員

会
(
゛
ゆ
〕
0
冒
一
仂
ゆ
一
ゆ
R
 
9
旦
牙
.
)
」

は
、
こ
の
よ
う
な
広
範
囲
に
わ
た
る
選
任
基

準
に
対
し
て
は
否
定
的
な
考
え
方
を
と
っ
て

お
り
、
裁
判
所
に
ょ
る
裁
量
に
委
ね
る
べ
き

分
ゆ
四
m
井
理
)
の
判
決
の
上
訴
事
件
を
扱
う
。

上
訴
部
は
、
通
常
は
三
名
、
場
合
に
ょ
っ
て

は
ぞ
れ
以
上
の
数
の
裁
判
官
で
構
成
さ
れ
る

大
法
廷
今
色
 
9
巨
)
で
、
連
邦
家
庭
裁

判
所
の
一
般
部
か
ら
の
上
訴
事
件
を
扱
う
。

さ
ら
に
、
重
要
な
法
律
問
題
を
含
む
事
件
や

公
益
に
関
す
る
事
項
に
限
っ
て
、
連
邦
家
庭

裁
判
所
の
上
訴
部
審
で
あ
る
大
法
廷
ま
た
は

連
邦
最
高
裁
判
所
(
贇
容
 
9
旦
 
0
-
)
易
・

井
島
巴
の
許
可
に
基
づ
き
、
連
邦
最
高
裁

判
所
ヘ
の
上
告
が
認
め
ら
れ
る
。

連
邦
家
庭
裁
判
所
の
扱
う
事
件
と
し
て

は
、
原
則
と
し
て
、
連
邦
家
族
法
が
規
定
す

る
、
離
婚
お
よ
び
婚
姻
関
係
事
件
、
子
の
監

談
・
後
見
、
配
偶
者
お
よ
び
子
の
扶
養
、
婚

姻
財
産
の
清
算
な
ら
び
に
保
全
処
分
が
含
ま

れ
る
。
さ
ら
に
、
連
邦
法
で
規
定
さ
れ
て
い

る
子
ど
も
の
養
育
費
の
履
行
確
保
に
関
し
て

も
管
轄
を
有
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
各
州
法

で
規
定
さ
れ
る
養
子
縁
組
、
相
続
、
事
実

婚
婚
外
子
に
関
し
て
は
原
則
と
し
て
連
邦

家
庭
裁
判
所
は
管
轄
を
有
し
な
い
。

連
邦
家
庭
裁
判
所
創
設
当
初
よ
り
、
家
事

紛
争
の
解
決
に
果
た
す
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の

役
割
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
、
家
族
法
に
そ

の
手
続
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九

九
一
年
に
調
停
お
よ
び
仲
裁
法
(
早
ゆ
ミ
中

牙
口
旦
 
E
?
.
ず
一
貞
.
 
N
は
0
⇔
「
D
n
一
一
心
中
]

お
牙
)
)
が
制
定
さ
れ
、
ぞ
れ
ま
で
の
カ
ウ

ン
セ
リ
ン
グ
に
加
え
て
、
メ
デ
ィ
エ
イ
シ
ヨ

ン
の
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
従
来
の
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
の
制
度
は
、
訴
訟
提
起
の
前
後
を

通
じ
て
、
子
ど
も
の
問
題
に
関
す
る
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
や
訴
訟
提
起
後
の
当
事
者
間
の
財

産
等
の
話
し
合
い
の
た
め
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン

グ
が
中
、
心
で
あ
う
た
。
し
か
し
条
ら
、
新

た
に
メ
デ
ィ
エ
イ
シ
,
ン
の
制
度
が
創
設
さ

れ
、
従
来
の
期
間
と
費
用
の
か
か
る
訴
於

よ
る
紛
争
解
決
に
代
え
て
、
当
事
者
の
合
意

を
コ
ン
セ
ン
ト
・
オ
ー
ダ
ー
と
い
、
つ
形
で
文

章
化
し
、
そ
れ
に
法
的
拘
束
力
を
与
え
る
と

い
う
紛
争
解
決
が
可
能
と
な
り
、
判
決
と
い

う
形
式
に
ょ
ら
ず
に
、
紛
争
を
解
決
す
る
た

め
の
制
度
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

2
 
家
庭
裁
判
所
の
機
能

現
行
家
族
法
の
制
定
に
ょ
り
、

オ
ー
ス
ト

(
1
3
〕

に
ょ
り
新
た
に
*
=
ル
g
晋
ル
ゆ
具
 
6
置
今
含
、
m

ゞ
a
ゆ
誘
.
と
規
定
さ
れ
、
本
稿
で
は
、
従
来

か
ら
の
も
の
も
含
め
て
「
子
ど
も
の
手
続
上

の
代
理
人
」
と
称
す
る
こ
と
と
す
る
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
以
前
か

ら
、
子
ど
も
の
意
思
を
で
き
る
だ
け
尊
重

し
、
子
の
監
護
の
問
題
を
含
め
た
子
ど
も
に

係
わ
り
の
あ
る
家
族
紛
争
の
解
決
を
図
る
必

,
・
、
罰
〕

要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
一
九
七
五
年
に

連
邦
家
族
法
が
制
定
さ
れ
て
、
初
め
て
、
親

と
は
別
に
子
ど
も
の
代
理
人
を
選
任
す
る
こ

と
が
定
め
ら
れ
、
そ
の
当
時
は
、
子
ど
屯
の

代
理
人
で
あ
る
弁
護
士
に
子
ど
も
の
意
見
に

つ
い
て
の
報
告
書
を
作
成
さ
せ
て
い
た
時
期

も
あ
る
が
、
す
ぐ
に
廃
止
さ
れ
た
。
そ
の
後

は
、
子
ど
も
の
意
見
は
主
と
し
て
、
裁
判
所

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
作
成
す
る
「
家
族
報
告
書

(
司
昌
イ
刈
g
0
斗
)
」
に
盛
り
込
ま
れ
る
と

い
う
形
で
鐵
判
所
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
連

邦
家
族
法
で
は
、
子
ど
も
が
裁
判
手
続
の
当

事
者
と
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
以
外

は
、
裁
判
所
の
事
前
の
許
可
な
し
に
子
ど
も

が
宣
誓
供
述
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
お
り
、
裁

判
官
に
ょ
っ
て
は
、
直
接
子
ど
も
か
ら
の
意

見
聴
取
を
希
望
す
る
者
も
い
る
よ
う
で
あ
る

が
、
裁
判
官
執
務
室
で
の
子
ど
込
の
意
見
聴

取
は
慣
例
と
は
な
っ
て
い
な
い
し
、
他
に
適

切
な
場
所
込
用
意
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

対
審
構
造
を
と
っ
て
い
る
連
邦
家
庭
裁

、
0

1
i判

所
の
機
能
上
、
公
平
性
、
公
開
性
お
よ
び

三
子
ど
も
の
手
続
上
の
代
理
人

子
ど
も
の
手
続
上
の
代
理
人
制
度
の

1

導
入

子
ど
も
の
利
益
の
た
め
に
選
任
さ
れ
る
代

理
人
に
関
し
て
は
、
連
邦
家
族
法
第
六
八
条

の
L
で
規
定
さ
れ
、
二
0
0
六
年
連
邦
家
族

法
改
正
(
共
同
監
護
者
の
責
任
)
法
以
前
に

は
、
こ
の
よ
う
な
子
ど
も
の
利
益
の
た
め
に

選
任
さ
れ
た
法
律
家
(
ゞ
轟
円
(
巴
)
は
、

「
個
別
代
理
人
(
m
g
理
鳧
閃
g
為
m
旦
印
・

牙
ゆ
m
)
(
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
前
で
は
「
子

ど
も
の
代
理
人
(
n
ぽ
式
刈
ゆ
又
吊
含
富
・

牙
邑
」
)
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
改
正
法

2
 
裁
判
所
に
よ
る
子
ど
も
の
手
続
上
の

代
理
人
の
選
任

子
ビ
も
の
手
続
上
の
代
理
人
選
任
に
つ
い

て
規
定
す
る
連
邦
家
族
法
第
六
八
条
の
L

は
、
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
や
子
ど
も
の
福

祉
が
最
大
限
に
ま
た
適
切
に
考
慮
さ
れ
る
必

要
の
あ
る
手
続
を
対
象
と
し
て
い
る
(
第
六

八
条
の
L
第
一
項
(
m
 
無
一
(
]
)
)
)
。
第
六
八

条
の
L
第
二
項
(
m
の
曾
命
)
)
は
、
裁
判
所

に
対
し
て
広
範
な
裁
量
権
を
付
与
し
て
お

リ
、
裁
判
所
が
必
要
と
器
る
場
合
に
、
子

ど
も
の
手
続
上
の
代
理
人
の
選
任
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
子
ど
も
の
手
続
上
の
代
理
人
の
選
任

は
、
子
ど
も
か
ら
の
菓
、
子
ビ
も
の
福
祉

に
係
わ
る
団
体
(
組
織
)
、
そ
の
他
関
係
者

の
請
求
ま
た
は
裁
判
所
自
身
の
イ
ニ
シ
ア
テ

イ
プ
に
ょ
り
、
選
任
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る

(
第
六
八
条
の
L
第
四
項
(
功
器
一
(
e
)
)
。

連
邦
家
族
法
第
四
条
第
一
項
(
功
゛
(
ご
)

は
、
子
ど
述
の
手
続
上
の
代
理
人
と
は
、
第

六
八
条
の
L
第
二
項
(
m
 
密
一
(
N
)
)
の
規
定

に
従
っ
て
選
任
さ
れ
る
者
の
こ
と
を
い
う
と
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で
あ
る
と
い
う
立
場
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
加
え
て
、
「
家
庭
裁
判
所
の
ワ
ー
キ
ン

グ
.
グ
ル
ー
プ
(
炉
.
剛
巨
イ
 
6
0
旦

名
又
百
伽
吋
山
a
)
L
 
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
連
邦
家
庭
裁
判
所
長
官
(
゛
ゆ
 
9
一
理

〕
易
牙
ゆ
 
0
一
庁
ゆ
司
含
イ
δ
0
巨
 
0
-
)
仁
m
・

井
鳥
)
に
対
し
て
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連

邦
家
庭
裁
判
所
に
お
け
る
子
ど
も
の
最
善
の

利
益
の
代
理
(
人
)
に
つ
い
て
(
一
九
九

六
)
(
刈
ゆ
又
吊
含
晉
如
庁
'
0
 
6
巨
m
 
如
旦

一
出
一
四
.
ゆ
m
一
冒
牙
ゆ
.
司
旦
一
イ
δ
0
Ξ
↓
 
0
{
;
D
易
・

哥
哥
(
一
Φ
揚
)
)
L
 
を
提
出
し
、
裁
判
所
が
于

ど
も
に
刈
し
て
独
立
し
た
代
理
人
の
選
任
が

必
要
だ
と
判
断
す
る
場
合
に
、
子
ど
も
の
個

代
理
人
(
(
n
ゆ
冨
岳
岳
シ
。
ゆ
又
ゆ
m
ゆ
出
砂
牙
吊
)

と
弁
護
士
(
訴
訟
代
理
人
、
 
n
妾
易
n
-
0
誘
)

を
そ
れ
ぞ
れ
選
任
し
、
そ
の
協
力
を
得
る
た

め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
提
示
し
た
。

家
庭
裁
判
所
の
扱
う
た
、
こ
れ
ま
で
の
多

く
の
事
件
の
中
で
も
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に

子
ど
も
の
手
続
上
の
代
理
人
を
選
任
す
る
こ

と
が
適
切
で
あ
る
か
に
つ
い
て
判
断
が
示
さ

れ
て
き
た
。
「
K
事
件
(
刈
ゆ
ズ
)
L
 
に
お
け

る
連
邦
家
庭
裁
判
所
上
訴
部
大
法
廷
(
一
Ξ

ル
ソ
ン
連
邦
家
庭
裁
判
所
長
官
(
Z
片
ず
0
-
m
倉

n
.
一
)
、
フ
ォ
ガ
テ
ィ
ー
判
事
(
司
0
伽
昌
〕
)

お
よ
び
べ
ー
カ
ー
判
事
(
W
勢
臼
〕
)
)
の
示

し
た
判
断
は
重
要
で
、
判
決
の
中
で
、
子
ど

も
の
利
益
の
た
め
に
、
子
ど
も
の
手
続
上
の

代
理
人
の
選
任
が
必
要
で
あ
る
と
裁
判
所
が

認
め
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
そ
の
裁
量
で

選
任
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
立
場
を

示
し
た
。
こ
の
判
決
の
中
で
提
示
さ
れ
た
ガ

(
1
急
〕

イ
ド
ラ
イ
ン
に
ょ
る
と
、
選
任
が
必
要
な
の

は
、
児
童
虐
待
を
受
け
て
い
る
と
い
う
主
張

が
な
き
れ
て
い
る
事
例
、
父
母
間
の
対
立
が

は
な
は
だ
し
い
事
例
、
子
ど
も
が
父
母
の
一

方
ま
た
は
双
方
か
ら
引
き
雜
さ
れ
て
い
る
事

例
、
そ
の
他
あ
る
程
度
成
熟
し
た
子
ど
も
が

明
確
に
自
分
の
意
見
を
述
ベ
て
お
り
、
モ
の

意
見
の
内
容
と
し
て
、
長
期
に
わ
た
る
養
育

環
境
の
変
更
や
父
母
の
一
方
と
の
接
触
を
否

定
す
る
事
柄
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
事
例

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
は
、
強
硬
な
反
対
意
見
が

存
在
し
、
ぞ
も
モ
も
、
国
連
の
「
児
童
の
権

利
に
関
す
る
条
約
L
 
で
は
、
子
ど
も
の
監
護

や
面
接
交
渉
に
関
す
る
手
続
(
現
在
の
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
子
ど
も
の
住
居
お
よ
び

生
活
に
関
す
る
手
続
と
称
さ
れ
る
)
に
際
し

て
は
、
必
要
的
に
子
ど
も
の
手
続
上
の
代
理

人
の
選
任
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
裁
判
所
が

こ
の
問
題
に
関
し
て
断
定
的
な
見
解
を
示
す

必
要
性
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
反
論
に
応
え
て
、
連
邦
家
庭
裁
判
所
上

訴
部
大
法
廷
を
構
成
す
る
裁
判
官
た
ち
は
、

裁
判
所
の
提
示
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、

「
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
L
 
の
第
九
条

お
よ
び
第
Ξ
条
に
何
ら
抵
触
す
る
も
の
で

は
な
い
し
、
む
し
ろ
、
そ
の
理
念
を
よ
り
拡

こ
と
を
確
保
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
明
示
さ

れ
たこ

れ
ら
一
連
の
動
き
の
帰
結
と
し
て
、
ニ

0
0
六
年
連
邦
家
族
法
改
正
(
共
同
監
護
者

の
貴
任
)
法
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
改
正
に

よ
り
、
第
六
八
条
の
L
の
A
が
規
定
に
盛
り

込
ま
れ
、
正
式
に
「
子
ど
も
の
手
統
上
の
代

理
人
L
 
と
い
う
名
称
が
採
用
さ
れ
、
こ
れ
に

関
す
る
規
定
の
整
備
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
連
邦
家
族
法
第
四
条
第

一
項
(
m
゛
(
一
)
)
で
、
こ
の
「
子
ど
も
の
手

統
上
の
代
理
人
L
に
つ
い
て
定
義
き
れ
、

「
裁
判
所
に
ょ
り
選
任
」
さ
れ
る
代
理
人
で
、

「
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
を
L
 
代
表
し
、
「
子

ど
も
自
身
」
を
代
理
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ

と
が
明
確
に
示
さ
れ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て

は
、
第
六
八
条
の
L
の
A
第
四
項
(
m
 
密
g

(
e
)
で
も
再
確
認
さ
れ
て
い
る
。

規
定
を
細
か
く
眺
め
る
と
、
第
六
八
条
の

L
の
A
 
(
仂
密
罫
)
で
は
、
子
ど
も
の
手

統
上
の
代
理
人
は
、
「
子
ど
も
の
最
善
の
利

益
」
に
つ
い
て
、
独
自
の
見
解
を
ま
と
め
、

そ
れ
を
裁
判
所
に
告
知
し
、
子
ど
も
の
最
善

の
利
益
の
実
現
に
向
け
て
、
訴
於
お
い
て

活
動
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る

(
第
六
八
条
の
L
の
A
第
二
項
(
m
 
器
罫

命
)
)
)
。
続
い
て
、
子
ど
も
の
手
続
上
の
代

理
人
は
、
訴
訟
の
方
向
性
に
つ
い
て
の
提
言

を
行
い
、
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
の
実
現
に

繋
が
る
よ
う
な
方
向
で
訴
訟
を
遂
行
す
る
義

充
す
る
も
の
で
あ
る
と
反
論
し
て
い
る
。

二
0
0
六
年
連
邦
家
族
法
改
正
(
共
同
監

護
者
の
責
任
)
法
で
は
、
子
ど
も
の
意
見
が

考
慮
さ
れ
る
こ
と
お
よ
び
、
裁
判
所
の
裁
量

に
従
っ
て
、
子
ど
も
の
手
続
上
の
代
理
人
が

選
任
さ
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
は
、
、
'
K
事
件
」
に
お
い
て
、
連
邦
家
庭

裁
判
所
上
訴
部
大
法
廷
で
示
さ
れ
た
意
見
と

も
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
K
事
件
」
の
判
決
以
降
子
ど
も
の
手

続
上
の
代
理
人
の
選
任
が
著
し
く
増
加
し
て

お
り
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
約
一
 
0
パ
ー
セ
ン

ト
が
法
律
扶
助
に
ょ
る
助
成
を
受
け
て
い

る
。
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
子
ど
も
の
手
統

上
の
代
理
人
を
選
任
す
べ
き
で
あ
る
か
と
い

う
問
題
は
、
法
律
扶
助
の
経
蜜
と
深
く
か
か

わ
っ
て
く
る
の
で
、
ぞ
の
基
金
を
創
設
す
る

こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
え
る
。

子
ど
も
の
手
統
上
の
代
理
人
選
任
に
際
し

て
、
裁
判
所
が
そ
の
費
用
に
つ
い
て
ど
の
程

度
係
わ
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
裁
判
の
争
点
と
な
り
、
法
律
扶
助

協
会
ヘ
の
基
金
の
請
求
の
可
否
お
よ
び
そ
の

程
度
、
当
事
者
で
あ
る
父
母
に
ょ
る
負
担
の

可
否
お
よ
び
そ
の
程
度
に
つ
い
て
見
解
が
分

か
れ
て
い
た
が
、
二
0
0
四
年
以
降
は
、
こ

れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
問
題
と
す
る
必
要
が

な
く
な
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
現
行
の
連
邦

家
族
法
第
一
一
七
条
第
三
項
(
m
 
Ξ
(
W
)
)

が
、
こ
の
種
の
費
用
に
つ
い
て
詳
細
な
規
定

を
設
け
、
そ
の
中
で
、
子
ど
も
の
手
続
上
の

代
理
ヘ
の
費
用
に
つ
い
て
は
紛
争
当
事
者
で

あ
る
父
母
が
負
担
す
る
こ
と
と
さ
れ
法
律
扶

助
の
支
払
い
に
つ
い
て
は
考
慮
に
入
れ
な
い

こ
と
が
明
記
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
か
ら
で

あ
る
。

は
、
子
ビ
も
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
、
裁

判
所
の
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
依
存
す
る
度
合
い

が
高
ま
る
こ
と
と
な
る
。

子
ど
も
の
手
続
上
の
代
理
人
と
モ
の
子
に

対
す
る
監
護
権
や
面
接
交
渉
権
を
求
め
て
い

る
父
母
ぞ
の
他
の
訴
訟
参
加
人
と
い
っ
た
よ

う
な
対
立
す
る
立
場
に
あ
る
人
々
と
の
関
係

に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
、
子
ど
も
の
手
続
上

の
代
理
人
が
、
そ
れ
ら
の
人
々
を
尋
問
す
る

こ
と
は
余
り
好
ま
し
い
こ
と
と
は
い
ぇ
な
い

し
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
子
ど
も
の

手
続
上
の
代
理
人
の
役
割
と
は
い
ぇ
な
い
と

い
う
見
解
を
と
っ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
こ

と
は
、
む
し
ろ
調
停
人
(
6
0
男
昼
又
)
の

役
割
で
あ
り
、
本
来
、
裁
判
所
の
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
(
9
言
器
一
宮
)
の
役
割
で
あ
る
と
い

う
立
場
で
あ
る
。
子
ど
も
の
手
続
上
の
代
理

人
の
本
来
の
役
割
は
、
証
人
か
ら
誓
を
引

き
出
し
た
り
、
当
事
者
の
反
対
尋
問
を
行
な

う
た
り
、
仲
裁
の
付
託
を
行
な
う
た
り
す
る

こ
と
に
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

こ
の
事
件
の
後
も
、
議
論
が
続
き
、
何
ら

か
の
基
準
を
示
す
た
め
に
、
一
九
八
三
年
に

連
邦
家
庭
裁
判
所
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
提
示

分
〕

し
た
。
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
提
示
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
子
ど
も
の
手
続
上
の
代
理
人
の

役
割
に
関
し
て
は
、
不
明
確
な
奈
残
さ
れ

て
お
り
、
批
判
も
継
続
し
て
提
示
さ
れ
て
い

た
。
こ
の
問
題
の
最
大
の
靴
点
は
、
従
来
の

伝
統
的
な
法
律
的
解
釈
か
ら
す
る
と
、
子
ビ

3
 
子
ど
も
の
手
続
上
の
代
理
人
の
役
割

子
ビ
も
の
手
続
上
の
代
理
人
に
関
す
る
、

連
邦
家
庭
裁
判
所
創
設
当
初
の
上
訴
部
大
法

廷
判
決
の
一
つ
で
あ
る
「
ラ
イ
オ
ン
ズ
お
よ

び
ボ
ー
ズ
レ
ー
事
件
(
男
ザ
イ
0
易
昌

如
0
玲
一
巳
)
L
 
で
、
当
時
の
エ
バ
ッ
ト
連
邦
家

庭
裁
判
所
長
官
(
四
豊
 
C
)
お
よ
び
ポ
ー

リ
ー
判
事
令
0
乏
一
選
〕
)
は
、
子
ど
も
の
手

続
上
の
代
理
人
の
役
割
と
し
て
、
次
の
三
点

を
暫
定
的
に
提
示
し
た
。

当
事
者
お
よ
び
ぞ
の
証
人
の
尋
問
を

①
行
な
、
つ
こ
と
。

②
子
ど
も
自
身
お
よ
び
子
ど
も
の
福
祉

に
関
す
る
直
接
証
拠
を
裁
判
所
に
提
示

す
る
こ
と
。

必
要
に
応
じ
て
、
子
ど
も
の
意
見
に

(
幻

関
す
る
証
拠
を
裁
判
所
に
提
示
す
る
こ

と
。

場
合
に
ょ
っ
て
は
、
裁
判
所
は
、
子
ど
も

の
手
続
上
の
代
理
人
に
対
し
て
、
子
ど
も
に

質
問
を
す
る
権
限
を
付
与
す
る
こ
と
屯
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
子
ど
も
の
年
齢
が
低

い
場
合
に
は
、
子
ど
も
の
手
続
上
の
代
理
人

も
の
手
続
上
の
代
理
人
の
要
件
が
あ
い
ま
い

で
あ
り
、
依
墾
か
ら
指
示
を
受
け
て
行
動

す
る
と
い
う
こ
と
が
困
難
あ
る
い
は
不
可

能
な
場
合
も
多
く
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
子

ビ
も
が
小
さ
け
れ
ぱ
小
さ
い
ほ
ど
困
難
の
度

合
い
が
強
い
と
い
ぇ
る
。
対
審
構
造
を
と
る

連
邦
家
庭
裁
判
所
の
審
理
の
中
で
、
依
頼
人

か
ら
切
り
陞
さ
れ
た
形
で
代
理
人
が
行
動
す

る
こ
と
に
つ
い
て
の
根
本
的
な
問
題
点
が
数

(
訓
)

多
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
後
子
ど
も

の
手
続
上
の
代
理
人
の
役
割
に
関
す
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
と
し
て
、
連
邦
家
庭
裁
判
所
上
訴

部
大
法
廷
は
、
「
P
お
よ
び
ニ
ユ
ー
・
サ
ウ

ス
・
ウ
エ
ー
ル
ズ
州
法
律
扶
助
協
会
事
件

(
=
勺
ミ
ゞ
如
巴
聲
 
9
旦
m
旨
 
0
{

Z
仂
乏
)
(
訴
駿
ノ
加
人
と
し
て
、
人
権
お
よ

び
機
会
均
等
委
員
△
=
(
工
巨
谷
劉
容
尉
倉
ル

曾
邑
 
0
看
0
ミ
q
 
9
ミ
m
m
-
0
=
)
)
L

(
那
〕

で
、
八
つ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
提
示
し
た
。

こ
れ
以
降
も
、
子
ど
も
の
手
続
上
の
代
理

人
の
具
体
的
な
役
割
に
関
し
て
、
多
く
の
判

決
が
下
さ
れ
て
い
る
。
「
子
ど
も
の
個
別
代

理
人
対
J
H
E
お
よ
び
G
A
W
事
件
(
営

m
g
巴
讐
ゆ
ズ
n
又
吊
今
曾
ぐ
ゆ
ぐ
、
一
器
倉
血

の
)
乏
)
」
で
、
連
邦
家
庭
裁
判
所
上
訴
部
大

法
廷
は
、
子
ど
も
の
手
統
上
の
代
理
人
と
し

て
選
任
さ
れ
た
者
は
、
連
邦
家
族
法
に
関
す

る
手
統
に
関
し
て
必
要
な
オ
ー
ダ
ー
の
請
求

を
行
な
う
権
限
が
法
律
上
付
与
さ
れ
、
必
要

で
あ
れ
ば
控
訴
を
行
な
う
権
限
も
誘
ら
れ

る
と
判
示
し
た
。
ニ
コ
ル
ソ
ン
連
邦
家
庭
裁

判
所
長
{
目
と
フ
ォ
ガ
テ
ィ
ー
判
事
は
、
「
ウ

ル
ク
ハ
ー
ト
婚
姻
事
件
(
ミ
異
語
ゆ
又
宇
・

ρ
島
異
)
L
 
に
お
い
て
、
子
ピ
も
の
手
統
上

の
代
理
人
に
ょ
る
控
訴
が
権
限
外
の
行
為
で

あ
る
と
し
て
却
下
さ
れ
た
こ
れ
ま
で
の
先
例

も
は
や
効
力
を
失
っ
て
い
る
と
判
示
し

、

こ
れ
ら
一
連
の
判
決
の
積
み
重
ね
に
ょ

リ
、
子
ど
も
の
手
続
上
の
代
理
人
の
役
割

は
、
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
の
実
現
を
担
保

す
る
た
め
に
、
裁
判
所
に
協
力
を
す
る
と
い

う
点
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
と
な
う
た
。

子
ど
も
の
手
続
上
の
代
理
人
の
具
体
的
役

割
と
し
て
、
証
拠
収
集
機
能
お
よ
び
交
渉
機

〔
き
9
〕

能
が
重
要
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

法
律
実
務
家
を
対
象
と
す
る
「
子
ど
も
の

手
続
上
の
代
理
人
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
L
 
で

も
、
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
実
現
の
た
め

の
、
こ
の
証
拠
収
集
お
よ
び
交
渉
機
能
の
重

要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

続
い
て
、
二
0
0
三
年
に
、
子
ビ
も
の
手

続
上
の
代
理
人
の
役
割
に
関
す
る
詳
細
な
記

載
を
含
ん
だ
「
子
ど
も
の
手
続
上
の
代
理
人

に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
L
 
が
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
連
邦
家
庭
裁
判
所
か
ら
発
表
き
れ

{
M
〕た

。
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
子
ど
も
の

最
善
の
利
益
の
実
現
の
た
め
に
は
、
代
理
人

の
協
力
に
ょ
り
子
ど
も
自
身
が
自
分
に
係
わ

る
問
題
に
関
す
る
決
定
手
続
に
参
加
で
き
る

たは
0
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務
を
負
っ
て
い
る
(
第
六
八
条
の
L
の
A
第

三
項
(
の
密
冨
命
)
)
)
。
さ
ら
に
、
第
六
八

条
の
L
の
A
第
五
項
(
m
 
器
g
命
)
)
で
は
、

子
ど
も
の
手
続
上
の
代
理
人
の
義
務
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

当
事
者
を
ハ
ム
平
に
扱
う
こ
と
。

)a(①
子
ど
も
に
ょ
り
表
明
さ
れ
た
適
切
な

意
見
は
「
す
べ
て
」
裁
判
所
に
提
供
す

る
こ
と
。

子
ど
も
に
関
し
て
必
要
と
き
れ
る
報

U

告
(
書
)
お
よ
び
文
書
が
あ
る
場
合
に

は
、
そ
れ
ら
を
検
討
し
、
子
ビ
も
の
最

善
の
利
益
に
と
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
も

の
を
指
摘
し
、
裁
判
所
に
提
供
す
る
こ

と
。

④
訴
訟
と
の
関
係
で
、
子
ビ
も
に
生
じ

る
可
能
性
の
あ
る
ト
ラ
ウ
マ
を
で
き
る

だ
け
軽
減
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

子
ど
も
の
最
善
の
利
益
に
合
致
す
る

や

限
り
に
お
い
て
、
合
意
に
ょ
る
紛
争
解

決
の
促
進
に
努
め
る
こ
と
。

新
た
な
規
定
の
導
入
に
ょ
り
、
子
ど
も
の

手
続
上
の
代
理
人
と
子
ど
も
と
の
間
の
話
し

合
い
の
内
容
の
秘
密
の
保
持
に
つ
い
て
込
規

定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
第
六
八
条
の
L

の
A
第
六
項
乃
至
第
八
項
(
m
 
器
g
(
の
Y

(
伽
)
)
に
ょ
る
と
、
子
ど
も
の
手
続
上
の
代

理
人
は
、
子
ど
も
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
会

話
の
内
容
の
開
示
を
裁
判
所
か
ら
要
求
さ
れ

な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が

四
お
わ
り
に

ら
、
場
合
に
ょ
う
て
は
、
仮
に
子
ど
も
の
意

見
に
反
し
て
も
、
モ
の
内
容
の
開
示
が
于
ど

も
の
最
善
の
利
益
の
実
現
に
と
っ
て
必
要
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
開

示
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
子
ど
も
の
手
続
上
の
代
理
人
の

申
請
に
ょ
り
、
子
ど
も
に
関
す
る
報
告
害
の

作
成
に
際
し
て
、
子
ど
も
自
身
が
モ
の
内
容

に
つ
い
て
尋
問
す
る
こ
と
を
鬻
る
規
定
も

盛
り
込
ま
れ
た
。
規
定
で
は
、
「
子
ど
も
の

監
護
に
関
す
る
オ
ー
ダ
ー
L
 
に
つ
い
て
、
子

ど
も
の
父
母
、
子
ど
も
と
住
居
時
問
も
し

く
は
交
流
の
あ
る
者
ま
た
は
監
護
に
関
す

る
貴
任
を
有
す
る
そ
の
他
の
者
を
モ
の
対
象

と
し
て
い
る
。

ど
も
の
手
続
上
の
代
理
人
に
選
任
さ
れ
た
。

父
親
は
、
モ
の
子
ど
も
の
手
続
上
の
代
理
人

の
女
性
は
、
自
分
に
対
し
て
先
入
観
を
有
し

て
い
る
と
の
理
由
で
、
裁
判
所
に
対
し
て
彼

女
の
解
任
を
請
求
し
た
。
ホ
ー
ル
デ
ン
連
邦

家
庭
裁
判
所
長
官
(
=
0
=
含
巳
)
は
、
子

ど
も
の
手
続
上
の
代
理
人
の
解
任
権
を
裁
判

所
が
有
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
当
事

者
の
一
方
か
ら
の
解
任
請
求
に
、
明
確
な
根

拠
総
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
所
は

解
任
に
つ
い
て
消
極
的
で
あ
る
べ
き
で
あ
る

金
〕

と
の
判
断
を
示
し
た
。
ホ
ー
ル
デ
ン
長
官

は
、
子
ど
も
の
手
続
上
の
代
理
人
を
解
任
す

べ
き
理
由
に
つ
い
て
自
分
の
見
解
を
示
し

て
、

4
 
子
ど
も
の
手
続
上
の
代
理
人
の
解
任

家
庭
裁
判
所
は
、
職
権
で
子
ど
も
の
手
続

上
の
代
理
人
の
解
任
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き

る
。
二
0
0
0
年
に
下
さ
れ
た
二
つ
の
判
決

に
お
い
て
、
子
ど
も
の
手
続
上
の
代
理
人
解

任
に
要
求
さ
れ
る
基
準
が
示
さ
れ
た
。
「
口

イ
ド
対
ロ
イ
ド
お
よ
び
子
ど
も
の
手
続
上
の

代
理
人
事
件
(
目
0
区
ぐ
↑
一
0
豆
昌
 
0
包
ル

,
:
凱
〕

知
g
属
合
曾
ぐ
.
)
L
 
で
、
当
事
者
で
あ
る
父

母
は
、
子
ど
も
の
手
統
上
の
代
理
人
を
選
任

し
た
上
で
、
父
親
か
ら
の
監
護
に
関
す
る
申

立
事
件
を
「
コ
ン
セ
ン
ト
・
オ
ー
ダ
ー
L
 
に

よ
り
解
決
し
た
。
そ
の
後
父
親
側
か
ら
二

度
目
の
申
立
が
な
さ
れ
、
同
じ
弁
護
士
が
子

見
を
述
ベ
た
。
こ
の
事
件
に
お
い
て
、
申
立

人
で
あ
る
父
親
は
、
子
ど
も
の
手
続
上
の
代

理
人
は
、
父
親
の
主
張
に
反
す
る
判
断
を
下

し
た
原
審
の
裁
判
官
が
「
特
別
顧
問
(
m
で
中

0
一
巴
 
9
看
m
ゆ
一
)
」
を
つ
と
め
る
弁
護
士
事
務

所
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
、

そ
の
解
任
請
求
を
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対

し
て
、
チ
、
ス
ム
判
事
は
、
一
,
・
・
:
・
・
通
常
人
で

あ
れ
ば
、
父
親
に
対
し
て
不
利
益
寵
識
を

持
つ
と
考
え
て
し
か
る
べ
き
で
あ
り
、
ぞ
の

弁
護
士
は
訴
訟
手
続
に
こ
れ
以
上
関
与
す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
な
い
。
L
 
と
し
て
、
父
親

か
ら
の
解
任
請
求
寵
容
し
た
。

を
行
い
、
報
告
書
を
作
成
し
、
当
事
者
の
合

意
形
成
を
促
す
と
い
う
手
続
が
と
ら
れ
る
こ

5
テ
〕

と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
「
子
ど
も
の

手
統
上
の
代
理
人
L
 
の
規
定
が
整
備
さ
れ
た

わ
け
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
一

九
七
五
年
の
連
邦
家
族
法
制
定
当
初
か
ら
、

子
ど
も
の
意
見
を
反
映
す
る
た
め
の
代
理
人

が
存
在
し
、
今
回
の
改
正
ま
で
に
も
多
く
の

判
例
等
の
蓄
積
が
存
在
す
る
。
今
後
の
経
過

も
含
め
て
、
法
改
正
の
成
果
に
注
目
し
た

子
ど
も
の
手
続
上
の
代
理
人
が
、
子

ω

ど
も
の
利
益
に
反
す
る
行
動
を
と
っ
た

場
ム
ロ
。

②
専
門
家
と
し
て
不
適
切
な
行
動
を
と

う
た
場
合
。

③
専
門
家
と
し
て
の
目
的
意
識
を
欠
い

て
い
る
場
△
口
。

4
 
子
ど
も
の
手
続
上
の
代
理
人
の
職
務

の
継
統
が
、
信
頼
関
係
を
損
な
い
、

利

害
の
対
立
を
強
め
て
い
る
場
ム
ロ
。

(
詩
〕

の
四
つ
の
基
準
を
公
表
し
た
。

「
T
お
よ
び
L
事
件
(
冒
↓
倉
ル
一
)
L

に
お
い
て
、
子
ど
も
の
手
続
上
の
代
理
人
の

解
任
に
関
し
、
チ
ズ
ム
判
事
(
6
牙
=
0
与

〕
)
も
ま
た
ホ
ー
ル
デ
ン
長
官
と
同
様
の
意

世
界
の
他
の
国
々
同
様
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
で
述
家
族
法
改
正
が
継
続
的
に
実
施
さ
れ

露
〕

て
き
た
。
子
ど
も
の
共
同
監
護
の
見
直
し
屯

主
張
き
れ
、
家
族
問
題
に
つ
い
て
調
査
・
研

究
し
、
子
ど
も
の
監
護
紛
争
を
合
意
に
ょ
り

解
決
す
る
た
め
の
広
汎
な
支
援
お
よ
び
サ
ー

ビ
ス
を
無
料
で
提
供
す
る
「
家
族
問
題
セ
ン

タ
ー
(
剛
巨
一
如
ゆ
一
円
牙
昌
δ
含
井
含
)
」
が

創
設
さ
れ
た
。
ま
た
、
連
邦
家
族
法
で
「
子

ビ
も
を
め
ぐ
る
紛
争
対
応
専
門
プ
ロ
グ
ラ
ム

(
才
ゆ
δ
区
ル
曾
、
m
 
9
m
ゆ
m
 
勺
3
鴎
嘗
)
L
 
も

導
入
さ
れ
、
家
族
問
題
の
専
門
家
と
法
律
の

専
門
家
が
協
力
を
し
て
事
例
の
検
討
・
評
価癒

と
。

(
釘
)
(
N
0
呂
)
戸
6
 
器
,
念
m

(
3
2
)
守
五
、
や
鶴
"
密
中

(
認
)
守
式
、
七
鶏
、
窟
.
こ
の
事
件
に
関
L
て
は
、

子
ピ
も
の
手
統
上
の
代
理
人
を
解
任
す
べ
き
理
由

は
存
在
し
な
い
と
し
て
、
父
親
か
ら
の
粟
を
退

け
た
。

(
3
4
)
令
8
巳
鷄
燭
省
易
゛
9
 
円
δ
器
,

0
朗

(
闘
)
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
家
族
法
の
概
要
に
つ
い

て
は
、
り
サ
・
ヤ
ン
グ
(
小
川
富
之
訳
)
「
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
家
族
法
ω
②
③
④
⑤
L
 
戸
縛
報
六

二
九
号
二
四
頁
六
三
0
号
五
0
頁
六
一
三
号

玉
三
頁
六
一
三
喜
五
0
頁
お
よ
び
六
Ξ
五
号
二

七
頁
を
参
照
の
こ
と
。

(
3
6
)
祥
し
く
は
、
、
ヨ
ミ
器
司
住
亘
ヨ
窃
ミ

ら
亀
碁
ヲ
~
碁
コ
、
亘
.
急
一
、
@
曼
伽
一
=
目
一
＼
、
、
、
ー

N
冨
0
ぐ
.
印
仁
＼
旦
マ
を
参
照
の
こ
と
。

(
3
7
)
司
昌
一
 
6
0
互
又
倉
m
邑
伽
、
キ
習
牙
.

口
畔
0
0
0
0
目
一
0
『
仔
n
 
冨
.
寺
0
目
ヨ
血
与
旦
.
ヨ
含
岳

.
 
0
山
m
ル
m
 
兇
『
0
1
 
首
'
・

6
0
越
0
畠
牙
叫
 
9
n
 
9
=
ル
刈
ι
D
号
0
誘
宅
ル
ヤ
=
0
-
、

Z
O
M
 
又
 
N
.
昂

(
お
が
わ
・
と
み
ゆ
き
近
畿
大
学
教
授
)

(
1
6
)
才
.
冒
0
斗
又
 
9
ゆ
〕
0
首
一
留
一
含
一

0
0
且
件
n
n
 
o
o
 
o
.
目
請
や
.
0
-
m
 
鼻
芽
.

0
七
n
ヨ
は
0
出
旦
ユ
=
岳
旦
n
岳
口
0
口
又
仔
血
、
司
旦
,

昌
ゞ
美
)
弁
ゆ
.
0
尻
、
 
6
男
ず
豊
劃
一
迭
N
 
勺
喜

仙
.
拾

(
Π
)
前
掲
注
(
9
)
。

(
1
8
)
昼
冒
 
m
訊
,
伽

(
W
)
守
一
A
で
訟
Φ

(
肋
)
こ
の
問
愈
に
関
し
て
は
ゞ
n
 
え
8
ヨ
.

日
含
住
仙
牙
易
 
0
-
 
9
.
剛
言
イ
ゞ
宅
 
6
0
言
昌

-
0
、
'
.
口
功
昌
如
 
N
ル
.
0
長
一
.
-
n
如
巴
里
ル
昔
号
如

-
0
『
器
勺
凹
異
.
岳
勺
え
m
雪
曾
0
出
旦
=
m
一
Φ
心
の
『
中

勺
0
斗
.
を
参
照
の
こ
と
。

(
幻
)
=
器
一
円
0
中
0
1
゛
器

(
2
2
)
昼
、
や
鴫
"
一
ω
血

(
器
)
麝
ミ
ミ
゛
~
誘
、
、
ミ
切
選
n
亘
.
加
選
誹
ミ
貸
・

ミ
考
 
0
、
、
 
Q
ミ
、
符
壽
、
逗
0
ミ
、
、
、
』
、
ミ
ミ
一
゛

仇
ミ
9
、
歌
 
R
罫
、
、
旦
ミ
せ
ゞ
共
、
旦

(
2
4
)
依
頼
人
か
ら
指
示
を
受
け
な
け
れ
ぱ
、
弁

護
士
が
実
務
泉
と
し
て
の
仕
Ⅲ
を
行
な
う
根
拠
が

存
在
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
訴
訟
の
棗
お
よ
び

争
点
に
つ
い
て
、
子
ど
も
の
手
続
上
の
代
理
人
は

自
ら
の
考
え
に
基
い
て
判
断
を
下
し
て
い
る
と
い

わ
¥
、
る
を
得
な
い
こ
と
と
な
る
。
結
果
と
し
て
、

依
響
不
在
の
弁
誠
士
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
対

審
棡
造
を
採
用
し
て
レ
る
訴
舩
形
態
で
、
そ
の
弁

誰
士
が
ど
ち
ら
の
立
場
に
立
つ
の
か
が
不
明
硫
だ

と
い
う
問
厘
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
と
い
う

批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(
2
5
)
(
]
Φ
論
)
届
剛
省
易
一
一
戸
0
 
誇
,

宮
仂

2
6
)
こ
れ
ら
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
「
B
お
よ

び
R
事
件
(
ず
加
旦
如
)
L
(
一
響
巴
]
φ
司
旦

牙
鯵
闇
一
0
 
絽
,
の
器
で
確
認
き
れ
、
幾
つ
か

追
加
項
伺
が
加
え
ら
れ
た
。

分
)
含
拐
〕
昂
制
省
易
厶
訟

(
部
)
(
一
拐
ご
伽
剛
旦
易
一
詔
一
=
拐
N
 
制
零

Φ
一
1
零
の

(
即
)
、
、
D
S
対
D
S
事
件
(
巨
'
易
ぐ
 
U
m
)
」

命
8
W
)
器
剛
旦
易
器
N
 
司
宕
器
1
一
訊
.
で

も
、
子
ど
も
の
手
統
上
の
代
理
人
の
役
割
と
し

て
、
証
拠
収
集
機
能
お
よ
び
交
渉
機
能
は
重
要
か

つ
不
可
欠
の
も
の
で
あ
ろ
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

(
3
。
)
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
要
点
に
つ
い
て

前
掲
注
(
8
)
四
七
頁
以
降
を
参
照
の
こ

'
含
、

、
0

し

監
護
者
決
定
の
審
理
に
お
け
る
子
ど
も
の
意
思

(
希
望
)
L
 
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
五
一
号
四
九
頁
参

"
0

(
9
)
や
跿
(
一
経
)
=
司
含
鉛
竺
司
零

Φ
M
1
=
]

(
W
)
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
家
庭
裁
判
所
に
つ

き
、
早
く
か
ら
注
目
し
、
実
際
に
施
設
を
訪
問

し
、
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
野
田
愛
子
「
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
の
謬
裁
判
所
L
 
判
例
タ
イ
ム
ズ
三

九
二
号
一
九
頁
が
あ
る
。
ま
た
、
最
近
の
も
の
と

し
て
は
、
拙
稿
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
家
庭
裁
判

所
L
 
家
族
<
社
会
と
法
V
一
二
号
一
0
一
頁
を
參

照
の
こ
と
。

(
Ⅱ
)
于
ピ
も
の
養
商
"
支
払
い
に
関
し
て
も
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
型
の
股
行
確
保
制
度
は
注
目
さ
れ

て
い
る
。
本
稿
で
は
、
紙
幅
の
関
係
で
詳
し
く
は

扱
わ
な
い
が
、
拙
稿
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
家
事

調
停
L
『
新
世
紀
ヘ
向
か
う
家
族
法
1
中
川
淳

先
生
古
稀
祝
賀
論
粲
、
(
日
本
加
除
出
版
)
τ
一

頁
で
紹
介
し
て
あ
る
の
で
番
照
の
こ
と
。

(
Ⅱ
)
婚
姻
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
協
会
(
早
.
ミ
曾
,

ユ
品
.
 
0
0
丘
m
巴
品
 
m
血
ヨ
兄
)
と
宗
庭
裁
判
所

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
.
サ
ー
ビ
ス
(
,
.
闇
昌
イ

n
0
Ξ
↓
 
0
0
旦
m
Φ
野
如
 
m
.
ヨ
6
巴
が
公
認
さ
れ
て

お
り
、
別
居
の
決
定
や
訴
訟
手
統
の
開
始
前
に
、

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
相
験
す
る
こ
と
が
勧
め
ら
れ
て

い
る
.

(
玲
)
こ
の
メ
デ
ィ
エ
イ
シ
.
ン
の
制
度
に
関
し

て
は
、
前
掲
注
(
n
)
三
頁
で
紹
介
し
て
あ
る

の
で
毒
照
の
こ
と
。

(
M
)
二
0
0
六
年
迎
邦
家
族
法
改
正
(
共
同
監

誠
岩
の
貴
任
)
法
で
新
た
に
「
子
ビ
も
の
手
統
上

の
代
理
人
L
 
に
つ
い
て
の
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
る

ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
(
8
)
四
五

頁
以
下
を
参
照
の
こ
と
。

(
蔦
)
 
0
又
0
卸
m
-
0
『
刈
忠
0
ヨ
昌
肉
g
『
ル
m
雪
・

昔
牙
口
又
凸
豆
日
含
首
,
ヰ
昌
一
ゞ
乏
キ
9

n
.
身
叫
m
.
ゆ
.
亀
仂
、
ハ
旦
口
.
 
m
昆
.
一
中
m
中

(
1
)
こ
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
初
め
て
の
緋
婚

法
は
南
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
州
で
立
法
化
き
れ
た
。

(
2
)
=
m
 
剛
旦
イ
仁
美
)
0
一
一
中
誤
の
.
゛
如
(
一
)

(
3
)
=
印
司
昌
一
ゞ
キ
ユ
.
0
一
一
心
訊
 
m
.
ミ
)

(
4
)
斧
.
司
昌
イ
に
乏
)
0
一
一
Φ
酬
 
m
.
命
(
一
)

(
5
)
早
ル
司
昌
迄
蜜
乏
)
含
一
中
試
 
m
.
命
(
S

(
6
)
現
行
家
族
法
制
定
の
経
紳
と
モ
の
後
の
変

遷
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お

け
る
敵
婚
法
の
改
革
L
児
一
二
世
紀
の
民
法
1

小
野
幸
二
教
授
避
暦
記
念
諭
染
、
(
法
学
書
院
)

七
二
玉
頁
以
下
で
紹
介
し
て
い
る
。

(
7
)
〕
ミ
6
冒
8
m
ず
昌
閃
 
0
芝
m
=
0
与
.

m
=
ず
巴
ゆ
ル
 
0
曽
.
目
ル
 
0
区
日
.
雪
一
m
 
ず
作
m
什
 
5
言
希
m
-
m

凹
 
0
0
昌
0
岳
ユ
 
m
g
理
谷
含
一
ン
容
且
0
口
a

邑
ル
、
府
0
吊
)
 
N
O
＼
一
、
誌
亘
魯
、
旦
む
容
き
・

一
ミ
一

(
8
)
こ
の
よ
う
な
子
ど
も
の
意
見
に
つ
い
て
、

祁
告
書
の
作
成
を
也
当
す
る
資
格
を
有
す
る
専
門

家
の
不
足
と
、
モ
患
見
に
裁
判
官
が
拘
束
さ
れ

る
こ
と
に
つ
い
て
の
否
定
的
な
見
解
も
捉
示
さ
れ

て
い
る
。
詳
し
く
け
、
、
シ
ョ
ン
・
プ
レ
ナ
ン
(
野

田
愛
子
訳
)
:
ナ
ど
屯
の
桁
利
の
擁
誠
1
于
の
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